
平成28年度　北厨川地区まちづくり懇談会　懇談事項 平成28年７月11日(月）

北厨川 1 　厨川三丁目北厨川小学校付近の国道４号線に「押しボタン
式の信号機」（横断歩道）の設置実現について

　押しボタン式信号機，横断歩道の設置など交通規制に関するこ
とは岩手県公安委員会の所管事項となっていることから，御要望
の押しボタン式信号機等の設置については，所轄の盛岡西警察
署にお伝えしているところです。
　盛岡西警察署からは，押しボタン式信号機等設置の要望が地
域住民の総意でないと伺っており，要望が地域住民の総意である
ことが，設置検討に向けての大前提となります，との回答がありま
した。
　また，岩手県警察本部からは，押しボタン式信号機設置につい
ては既設信号機の移設を原則としており，平成26年度，27年度に
新たな押しボタン式信号機設置の実績はないとのことでした。
　これらの状況から，現状において，設置は難しいものと存じます
が，市といたしましては，御要望の中で，車椅子を利用している方
や横断歩道橋の利用が困難な方がおいでになるとのことから，そ
の実態を伺ったうえで，所轄の盛岡西警察署へ押しボタン式信号
機の必要性をお伝えしてまいりたいと存じます。

市民部
くらしの安全課

　地域で安心して安全に暮らしていくことが，市民の願いであ
り，そのために必要な環境の整備を行うことが，行政施策の基
本であると認識しています。
　厨川三丁目地区は，国道４号線沿いの東北農業研究セン
ター正門前から茨島跨線橋に至る全長1,040メートルの商工
業と住宅混在の地域です。この間の国道を横断する手段は，
東北農業研究センターから茨島跨線橋までの1,010メートルの
区間中，北厨川小学校南側に「横断歩道橋」が一ヶ所あるだ
けです。その近くにバスの停留所がありますが，利用者は横断
歩道がないことから，「横断歩道橋」を利用しなければなりませ
ん。
　しかしながら，当地区も高齢者が多くなり，歩道橋の利用が
困難になっている方も増えてきております。これらの体の不自
由なお年寄りや車椅子を使用している障がい者の方々にとっ
ては，バスの利用あるいは買い物，病院通い，近所付き合い
など日常生活に大きな障害となっています。
過去に横断中に事故にあって亡くなった方もあり，現在もやむ
を得ず道路を横断している方が散見されており，交通事故の
発生が懸念されるところです。
　また，今年４月に茨島跨線橋以北の国道が４車線化になっ
たことで，当地区を通過する車両走行速度が速くなっている
実感もあります。
このような実態から，以前にも地域の要望としてお願いしてい
ましたが現時点においても実現していない「厨川三丁目地内
に押しボタン式の信号機（横断歩道）の設置」をここに改めて
要望し，実現に向けて懇談会での意見交換をお願いするもの
です。
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北厨川 2 　市道谷地頭線および市道みたけ四丁目北陵中学校線の拡
幅整備の早期完成について

　市道谷地頭線及び市道みたけ四丁目北陵中学校線について
は平成27年度から事業に着手しており，一部区間について境界
の調査を行っております。
　また，平成28年度は引き続き境界の調査を行う予定としておりま
すが，工事につきましては路線延長も長いことから，全体整備に
ついて時間を要するものと存じております。
　このため，通学路としての安全確保を優先する整備手法につい
ても，今後検討することとしており，地域の方々へも御相談しなが
ら進めてまいりたいと存じます。

建設部
道路建設課

　現在，滝沢元踏切の東西は道路整備が順調に進められ利
便性が増し感謝しているところです。一方，ローソンの十字路
以西については依然として整備がされていない状態です。前
回のまちづくり懇談会の際にも，ここ数年内に整備計画の予
定はないという説明がありました。
　ご承知のとおり，当該道路は見通しが悪く狭いのにもかかわ
らずバスの運行経路にもなっており，大型車輌の通行もありま
す。また，滝沢方面（雫石方面）との連絡道路でもあり，商業施
設への買い物にも頻繁に利用されている生活道路でありま
す。
　特にも，冬場は道路幅がさらに狭くなりますし，朝夕は北陵
中学校に通学する生徒の通学にも利用されており，危険度は
相当高いのが実態で，一日も早い改善が期待されるところで
す。
　「○○年度以降の計画」というだけでなく，年次計画のような
もの，あるいは見通しのようなものがあるのであれば是非提示
していただきたいし，阻害要因となっているものや課題等も率
直に提示していただくと，地域住民（厨川・みたけ・滝沢）の安
心につながるのではないかと思い，意見交換をお願いするも
のです。
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北厨川 3 　緑町内の横断歩道への押しボタン式信号機の設置につい
て

　押しボタン式信号機の設置など交通規制に関することは岩手県
公安委員会の所管事項となっていることから，御要望のスバル不
動産前及びセントラルオートガラス前横断歩道への押しボタン式
信号機の設置について，所轄の盛岡西警察署あてに設置の見通
しについて伺ったところ，回答は次のとおりであり，設置は難しい
状況にあるものと存じております。

　(1) スバル不動産前
　　平成23年度及び24年度に盛岡西警察署から岩手県警察本部
に対して，押しボタン式信号機の設置について上申したが，得道
寺前交差点信号機との間隔が短く，さらなる信号機の設置は円滑
な交通に支障があるとのことから，県警本部から承認されなかっ
た。

　(2) セントラルオートガラス前
　　盛岡西警察署内において，押しボタン式信号機の設置につい
て検討した結果，市道を南下した場合にカーブの先に信号機が
設置されるため，見通しが悪く車輌が安全に停止できないことが
懸念されることから，設置は難しいと判断している。

市民部
くらしの安全課

　これにつきましても，当該自治会並びに当協議会から十数
年来要望事項として提出させていただいている案件でありま
すが，「岩手県公安委員会の所管事項であるので，所轄の西
警察署を通じて要望していく」という回答が繰り返されてきてお
ります。
　しかしながら，稲荷町谷地頭線の整備当初に比較すると
　　① 交通量・走行速度の増加
　　② 周辺住民の高齢化
　　③ 高校生の通学路としての利用拡大
等の著しい変化があり，交通死亡事故がいつ起こっても不思
議ではない状況にあります。
　こうした状況に鑑み設置実現を強く望むものですが，西警察
署との折衝の実態や感触等も含めて，忌憚のない意見交換を
お願いするものです。
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